


１ 第３期（平成２４・２５年度）保険料率について

（１）第３期財政計画（２カ年分）

＜費 用＞ ＜収 入＞

５，９３４億円 …① ５，２９７億円 …②

医療給付費

５，８９１億円

公費負担分

２，７７７億円

後期高齢者交付金

（現役世代からの支援） 剰余金 ２７億円

保険料必要額（Ａ） ６００億円

予定保険料収納率（Ｂ） ９９．００％

賦課総額（Ａ÷Ｂ） ６０６億円

均等割総額（約50%）

所得割総額（約50%）

均等割額
４６，７６０円

所得割額
９．２１％ 1

その他 ４３億円

保険料必要額
６００億円

その他 ８億円

５，８９１億円 （現役世代からの支援）

２，５１２億円

本来の保険料必要額

６３７億円（①－②）

剰余金 ２７億円

財政安定化基金 １０億円

財源対策 ３７億円



（参考①）費用と収入の内訳
（単位：百万円）

589,119 平成２４・２５年度給付費等総額

財政安定化基金拠出金 353 財政安定化基金拠出金０．０６％とし算出

特別高額医療費共同事業拠出金 290 過去の実績額等を基に算出（収入の額と同額）

保健事業に要する経費 530
保健事業に要する経費のうち市町村への補助額（３６２百万
円）に国庫補助金（１６８百万円）を加えた額

審査支払手数料 1,297 診療報酬の審査支払手数料（単価８２．７８円として算出）

その他の費用 1,802 葬祭費（単価５万円に支給見込数を乗じて算出）

（小 計） 4,272

593,391

国庫負担金（高額医療費公費負担を含む） 140,371 給付費等総額の３／１２、高額医療費公費負担

調整交付金 42,989
被保険者に係る所得の格差による広域連合間の財政の不均
衡を是正するための交付金

都道府県負担金（高額医療費公費負担を含む） 48,356
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都道府県負担金（高額医療費公費負担を含む） 48,356 給付費等総額の１／１２、高額医療費公費負担

市町村負担金 46,007 給付費等総額の１／１２

（小計） 277,723

251,160 給付費等総額の約４割（現役世代からの支援金）

特別高額医療費共同事業交付金 290 費用の額と同額

国庫補助金（健診事業補助金） 168 保健事業に係る国庫補助金の見込額

その他の収入 359
市町村負担金（保険料等負担金滞納繰越分）、第三者行為納
付金、過年度納付金

（小 計） 817

剰余金 2,711 平成２４年度予算繰越金計上見込額

財政安定化基金交付金 969 医療費増加対応分(賦課総額の３％）を除く額

（小 計） 3,680

533,380

収
入

負
担
分

後 期 高 齢 者 交 付 金

そ
の
他

財

源

対

策

合 計



（参考②）算定の基礎数値（医療給付費）

年度
平成２２年度

(実績）
平成２３年度

（見込）
平成２４年度

（見込）
平成２５年度

(見込）

１人当たり医療給付費［Ａ］ ９０１，７６１円 ９１５，２８８円 ９３５，４１２円 ９５５，９９２円

伸び率（対前年度） ３．０４％ １．５０％ ２．２０％ ２．２０％

伸び率（対２２年度） ― ― ３．７３％ ６．０１％

被保険者数［Ｂ］ ２８６，８２４人 ２９６，００２人 ３０６，３６２人 ３１６，４７２人

伸び率（対前年度） ２．９５％ ３．２０％ ３．５０％ ３．３０％

伸び率（対２２年度） ― ― ６．８１％ １０．３４％伸び率（対２２年度） ― ― ６．８１％ １０．３４％

給付費等総額［Ａ］×［Ｂ］ ２，５８６億円 ２，７０９億円 ２，８６６億円 ３，０２５億円

２カ年分 給付費総額 ５，２９５億円 ５，８９１億円
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（２）平成２４・２５年度保険料

平成２４・２５年度（Ａ） 平成２２・２３年度（Ｂ） 比較（Ａ－Ｂ）

均等割額 ４６，７６０円 ４４，４１０円 ２，３５０円

所得割率 ９．２１％ ８．６８％ ０．５３％

最高限度額 ５５万円 ５０万円 ５万円

【保険料率】

【一人当たり軽減後保険料額】

平成２４・２５年度 平成２２・２３年度 比較 改定率
（Ａ） （Ｂ） （Ａ－Ｂ） （Ａ／Ｂ）

保険料額（年額） ７５，６３１円 ７１，４４１円 ４，１９０円
５．８７％

保険料額（月額） ６，３０３円 ５，９５３円 ３５０円

【保険料増加抑制のための財源対策】

第３期（H24・25） 第２期（H22・23）

剰余金 ２，７１１ ２，７９９

財政安定化基金 ９６９ ９６８

合 計 ３，６８０ ３，７６７
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（単位：百万円）

※ 京都府予算案が協議中であるため、
暫定的な試算である。



公費負担額
（５０％）

公費負担額

（５０％）

（３）保険料の増加要因

○給付費の増（１人当たり給付費の伸び）
＋

○後期高齢者負担率の上昇（１０．２６％→１０．５１％）

【イメージ図】

給

保険料負担
（１０．２６％）

後期高齢者支援金
（現役世代からの支援金）

（３９．７４％）

後期高齢者支援金

（現役世代からの支援金）

（３９．４９％）

保険料負担

（１０．５１％）
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（参考③）１人当たり費用と保険料の関係

○１人当たりの年間費用（平成２４・２５年度 平均見込）

９５２，６８３円（医療給付費等）

９５２，６８３円

公費負担 ＋ 現役世代からの支援 ８５２，６５１円

（８９．５％）

本来保険料部分
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（８９．５％）

その他 ９５３円（０．１％）

財源対策 ５，７１６円（０．６％）

公費による保険料軽減 １７，７３２円（１．９％）

保険料 ７５，６３１円（７．９％）



（参考④）保険料例＜均一保険料率＞

■単身世帯

（単位：円）

（％）

235

(5.29%)

353

(5.30%)

2,595

(5.49%)

3,125

(5.59%)

10,141

(5.90%)

■２人世帯

年金収入額

新保険料
現行保険料

増加額
均等割 所得割

合計
(46,760円) (9.21%)

７９万円
4,676

0 4,676 4,441
（９割軽減）

１２０万円
7,014

0 7,014 6,661
（8.5割軽減）

１８０万円
37,408 12,433

49,841 47,246
（２割軽減） （５割軽減）

２００万円
37,408 21,643

59,051 55,926
（２割軽減） （５割軽減）

３００万円 46,760 135,387 182,147 172,006
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■２人世帯

（単位：円）

夫 妻 夫 妻 夫 妻 （％）

4,676 4,676 470

（９割軽減）（９割軽減） (5.29%)

7,014 7,014 706

（8.5割軽減）（8.5割軽減） (5.30%)

23,380 23,380 12,433 3,065

（５割軽減）（５割軽減） （５割軽減） (5.46%)

37,408 37,408 21,643 5,005

（２割軽減）（２割軽減） （５割軽減） (5.47%)

12,491

(5.77%)

年金収入額

新保険料

現行保険料
増加額均等割 所得割

合計(46,760円) (9.21%)

７９万円 ７９万円 0 0 9,352 8,882

１２０万円 ７９万円 0 0 14,028 13,322

１８０万円 ７９万円 0 59,193 56,128

２００万円 ７９万円 0 96,459 91,454

228,907 216,416３００万円 ７９万円 46,760 46,760 135,387 0



（参考⑤）保険料の分布

■府全体 （均等割46,760円、所得割9.21％）

～0.5万円未満 31.01% 31.01%

0.5万円以上～１万円未満 14.54% 45.55%

１万円以上～３万円未満 2.28% 47.84%

３万円以上～５万円未満 18.68% 66.52%

５万円以上～７万円未満 3.93% 70.45%

保険料額 構成比 （累計）
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５万円以上～７万円未満 3.93% 70.45%

７万円以上～10万円未満 1.21% 71.66%

10万円以上～20万円未満 16.57% 88.23%

20万円以上～30万円未満 7.59% 95.82%

30万円以上～50万円未満 2.20% 98.02%

50万円以上～55万円未満 0.24% 98.26%

55万円 1.74% 100.00%

合計 100%



市町村名
平成２４・２５年度（Ａ） 平成２２・２３年度（Ｂ） 増減（ＡーＢ）

均等割額 所得割率 均等割額 所得割率 均等割額 所得割率

綾部市 ４４,７８０円 ８．８３％ ４０,６７０円 ７．９５％ ４,１１０円 ０．８８％

宮津市 ４４,６１０円 ８．７９％ ４０,３３０円 ７．８９％ ４,２８０円 ０．９０％

京丹後市 ４４,８２０円 ８．８３％ ４０,７５０円 ７．９７％ ４,０７０円 ０．８６％

南山城村 ４４,７７０円 ８．８２％ ４０,６４０円 ７．９５％ ４,１３０円 ０．８７％

京丹波町 ４４,７５０円 ８．８２％ ４０,６１０円 ７．９４％ ４,１４０円 ０．８８％

伊根町 ４４,０２０円 ８．６８％ ３９,２２０円 ７．６７％ ４,８００円 １．０１％

与謝野町 ４４,０６０円 ８．６８％ ３９,３００円 ７．６９％ ４,７６０円 ０．９９％

均一保険料 ４６,７６０円 ９．２１％ ４４,４１０円 ８．６８％ ２,３５０円 ０．５３％

（４）不均一保険料率
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【イメージ図】（医療費の乖離が30％の場合）

公費負担 公費負担 公費負担

保険料 保険料 保険料 保険料

平成20・21年度 平成22・23年度 平成24・25年度 平成26年度以降均一保険料
１００

９０

９５
医療費の乖離
の１／２（15%）
を減額

８５



（参考⑥） 保険料に関する国・京都府への要望活動

■ 厚生労働省への要望（全国組織、関係府県広域連合、京都府との共同要望）

○ 全国後期高齢者医療広域連合協議会による要望（平成２３年１１月１７日）

・ 次期保険料の増加抑制及び負担軽減のための財政措置

○ 兵庫県広域連合及び和歌山県広域連合との連名による要望（平成２３年１２月６日）

・ 不均一保険料の継続（据え置き）

○ 京都府との連名による要望（平成２３年１２月６日）

・ 次期保険料の増加抑制及び負担軽減のための財政措置

・ 不均一保険料の継続（据え置き）

■ 京都府への要望（広域連合の単独要望）

○ 次期保険料の増加抑制及び負担軽減のための財政支援（平成２３年１１月３０日）
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２ 後期高齢者医療制度をめぐる動向について

○ ２２年１２月 高齢者医療制度改革会議の「最終とりまとめ」
→ 後期高齢者医療制度は廃止する。

○ ２３年 ６月 社会保障・税一体改革成案
→ 高齢者医療制度の見直し（「最終とりまとめ」等を踏まえ、高齢世
代・若年世代にとって公平で納得のいく負担の仕組み）

○ ２４年 １月 社会保障・税一体改革素案
→ ２４年通常国会へ後期高齢者医療制度廃止に向けた見直しのた
めの法案を提出する。
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現時点で法案提出はされておらず、依然不透明な状況が続いている。

【社会保障・税一体改革素案より抜粋】

（４）高齢者医療制度の見直し

○ 高齢者医療制度改革会議のとりまとめ等を踏まえ、高齢者医療制度の見直しを行う。
○ 高齢者医療の支援金を各被用者保険者の総報酬に応じた負担とする措置について検討する。

（注）現在は、平成２４年度までの特例として、支援金の３分の１を総報酬に応じた負担とする措置が講じられるとともに、併せて、協会けんぽ
に対する国庫補助率を１３％から１６．４％とする措置が講じられている。

☆ 具体的内容について、関係者の理解を得た上で、平成２４年通常国会に後期高齢者医療制度廃止に向けた見直しのための法案を提出
する。

○ ７０歳以上７５歳未満の方の患者負担について、世代間の公平を図る観点から、見直しを検討する。
（注）患者負担は、６９歳までは３割、７０歳以上７５歳未満は２割、７５歳以上は１割と、年齢に応じた負担割合を設定しているが、７０歳以上７５

歳未満については、毎年度、約２千億円の予算措置により１割負担に凍結されている。
☆ 平成２４年度は予算措置を継続するが、平成２５年度以降の取扱いは平成２５年度の予算編成過程で検討する。


